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１．事業概要 ～計画概要、位置～

（１） 計画概要

宿毛海上保安署が入居する宿毛運輸総合庁舎は、築後４０年が経過し、施設の老朽化による
不具合が生じていることに加え、現敷地は津波による浸水が想定される地域に位置しており、津
波により３階建ての庁舎の３階まで浸水し、災害時における応急対策活動に支障をきたすおそ
れがある。

そのため、津波浸水被害等の解消と、地域防災拠点の集約化に貢献するため、高台敷地に
宿毛海上保安署庁舎を整備するものである。

なお、市街地が浸水想定区域となることから、宿毛市より宿毛海上保安署の早期の高台移転
を要望されている。

（２）位置
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宿毛市

宿毛運輸総合庁舎

新庁舎建設予定地

宿毛市役所

巡視船艇基地

国土地理院撮影の航空写真より



（４） 新庁舎の概要

高知県宿毛市小深浦５２８周辺

１，５７０㎡

鉄筋コンクリート造地上２階建て 外

延べ面積 ９０５㎡

約４．７億円

設計 令和４年度～令和５年度

工事 令和６年度～令和７年度

敷 地 ：

建 物 ：

事 業 費 ：

事業期間 ：

１．事業概要 ～既存庁舎と新庁舎の概要～

（３） 既存庁舎（宿毛運輸総合庁舎）の概要

建 設 ： 昭和５６年１２月（築４０年）

敷 地 ： 高知県宿毛市片島１０－６０－６ １，３２１㎡（公借）

建 物 ： 鉄筋コンクリート造 ３階建て外 延べ面積１，２１８㎡

入居官署 ： 宿毛海上保安署、宿毛気象観測所（無人官署）、

高知港湾・空港整備事務所宿毛出張所（時限官署）

③．庁舎（西立面）②．庁舎（東立面）①．庁舎（北立面）
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①

③

②

国土地理院撮影の航空写真より

宿毛市都市計画マスタープラン改訂より

新庁舎建設予定地



（５）宿毛海上保安署の業務

海上保安署は、海上における法令の励行、海難救助、海洋汚染等の防止、犯罪の予防及び鎮圧、
海上における犯人の捜査及び逮捕等の業務を行い、海上の安全及び治安の確保を行う機関である。

宿毛海上保安署の救難統括区域は、高知海上保安部の管轄区域・担任水域のうち、宿毛市と南
に接する大月町の１市１町の沿岸海域である。

海域は足摺宇和海国立公園区域の中心に位置し、瀬戸内海の玄関口として、海上交通の拠点と
なっている。沖合には高知県唯一の有人離島である沖の島と鵜来島（両島総計：１３１世帯、２１６人
、Ｈ２８.６.１現在）が位置する。 いずれの島も港が狭あいで、ＰＳ型巡視艇「あらせ」本船の入港はで

きない。島内には警察官も不在の為、治安の維持、災害時の救助、支援については、「あらせ」搭載
艇の存在が重要となる。

１．事業概要 ～宿毛海上保安署の業務と体制～

（６） 宿毛海上保安署の体制
宿毛海上保安署は、署長以下、次長、署員等７名の陸上職員と、ＰＳ型（※）巡視艇「あらせ」の

船艇職員（２クルー：１５名）で構成される。
船艇職員は交代で乗船し、庁舎内で執務も行う。

3
現庁舎 あらせ

う ぐ る し ま

（※）「Patrol vessel Small」の略
350トン型未満

救難統括区域



２．事業計画の必要性 ～評点の算出～

計画理由 評点 施設の状況

⇒

必要性の評点 １１８点

① 老朽 ９０ 現存率５６％
従要素×０．１

９

③ 借用返還 ５０ 現敷地は公借（約５８０千円/年） ５

⑤ 地域連携 ４
防災拠点となる高台へ集約による
地域防災への貢献

加算 ４

⑦
防災機能に係る

施設の不備
１００

対津波性能不足かつ改修による性能
確保困難

主要素×１．０ １００
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○ 事業計画の必要性の評点 ： １１８点 ≧ １００点

（１）評点の算出

○各官署の評点の算出

①老朽、②狭あい、③借用返還、④分散、⑤地域連携、⑥立地条件の不良、⑦防災機能に係る施設の不備、

⑧施設の不備及び⑨法令等の項目で評価を行う。

（注）現存率は、建物の老朽度を示す指標で、建築物の新築時を１００％とする。

（注）面積率は、狭あいの状況を示す指標であり、計画の必要性を評価する際に限り用いる。

必要延べ面積に対する現有延べ面積の充足率である。

※下線は主要素を示す。



２．事業計画の必要性 ～施設の不備（対津波性能不足）～

（２）防災機能に係る施設の不備（対津波性能不足）

・高知県の南海トラフ巨大地震に係る津波浸水想定（平成24年10月作成）では、現敷地の想定浸
水深は５ｍ～１０ｍとされており、３階建ての庁舎の３階まで浸水が想定されている状況。
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現宿毛運輸総合庁舎と想定深水深の関係
（現庁舎立面図）

G.L. （海抜2.5m）

浸水深H=5m

浸水深H=10m

宿毛運輸総合庁舎

新庁舎建設予定地

巡視船艇基地

高知県ＨＰ公表津波浸水想定より
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（３）現庁舎の老朽状況

○現存率の算定根拠

現存率 ＝ Σ（ 構成比 × 各部現存率 ）÷ Σ（構成比）×１００ ＝ ５６

２．事業計画の必要性 ～老朽の状況、現存率の算定～

区分 構成比 各部現存率 主な現象

構造 ３２．０ ０．６５ 部分的にひび割れが生じており、改修を要する。

主要部の仕上げ ２６．２ ０．５９ 漏水、汚れ、剥がれが広範囲に生じており、改修を要する。

電気設備 １７．０ ０．５５ 各設備に経年による劣化が認められる。

機械設備 ２９．５ ０．４６ 各設備に経年による劣化、損耗が認められる。

計 １０４．７ ―

３Ｆ東 ： 内壁クラックからの錆汁 階段室 ： サッシからの漏水跡 屋上 ： 配管の腐食
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ヘリポート

市立保育園 県土木
事務所

宿毛警察署 宿毛市役所

２．事業計画の必要性 ～借用返還、地域連携～

新庁舎建設予定地

（４）借用返還

敷地は公借しており、年間約５８０千円の賃料が生じている。

（５）地域連携

・地域防災拠点との連携

（各拠点機関が集約する高台への移転により、

災害時における情報共有、災害対応の連携

迅速化を実現）

土地利用計画平面図（宿毛市）より



３．事業計画の合理性

○ 事業計画の合理性の評点 ： １００点 ＝ １００点

– 他の案では、事業案と同等の性能を確保できない

１）賃借施設等について

－ 宿毛市内に必要な耐震性能（耐震安全性の分類：Ⅱ類）に対応する賃借施設が存在しない
ことから、賃借によることは困難である。

３）現敷地での建替えについて

－ 現敷地における津波による想定浸水深は５～１０ｍであり、高台で浸水のおそれのない敷
地での建替え（事業案）と比較し、同等の性能が確保できない。

２）現庁舎の改修等について

－ 現敷地は公借であるほか、津波による想定浸水深は５～１０ｍであり、３階建て庁舎の３階
まで浸水するおそれがあるため、現庁舎の改修等によることは困難である。
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○ 事業計画の効果（Ｂ１：業務を行うための基本機能）の評点 ： １２１点 ≧ １００点

分類 項目 係数 評価の根拠

イ 位置 Ｂ１

①用地の取得・借用 １．０ 用地を取得できる見込みがある

②災害防止・環境保全 １．１
自然的条件からみて災害防止・環境
保全上良好な状態

③アクセスの確保 １．１ 施設へのアクセスは良好

④都市計画その他の土地利用に関する
計画との整合性

１．０
都市計画その他の土地利用に関す
る計画と整合

⑤敷地形状等 １．０ 敷地形状及び接道状況が適切

イ ①×②×③×④×⑤ 計 １．２１

ロ 規模 Ｂ１

①建築物の規模 １．０
業務内容等に応じ、適切な規模を設
定

②敷地の規模 １．０
建築物の規模及び業務内容に応じ、
適切な規模を設定

ロ ①×② 計 １．０

ハ 構造 Ｂ１ 機能性（業務を行うための基本機能） １．０
執務に必要な空間及び機能が適切
に確保される見込み

ハ 計 １．０

事業計画の効果の評点（イ×ロ×ハ×１００） １２１点

４．事業計画の効果 ～評点の算出～
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４．事業計画の効果 ～施策に基づく付加機能～
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○ 事業計画の効果（Ｂ２：施策に基づく付加機能）

分類 評価項目 確保する性能の水準 主な計画内容及び期待できる効果

社会性 地域性
・官庁施設の基本的性能基準に基づき、地域の

特性とともに、地域の活性化等地域社会の貢
献について配慮されている。

■地域住民の利便性向上のため、周辺の施設等との連携が図られる
計画である。
⇒地域社会に配慮した計画であり、地域性の効果が期待できる。

環境
保全性

環境
保全性

・官庁施設の環境保全性基準に基づき、特定事
務庁舎のうち延べ面積が2,000 ㎡未満の庁舎
を新築する場合の水準を満たしている。

■建築環境総合評価システム（CASBEE）による建築物の環境効率
（BEE値）≧１．０の計画である。

・自然エネルギー利用のため、太陽光発電設備を設置する計画である。

■ＢＥＩ（※１）≦０．９の計画である。
・躯体又は開口部を通じた熱負荷の低減を図るため、高断熱、高気密

となる材料・構法を採用する計画である。
⇒環境負荷の低減等に配慮した計画であり、環境保全性の効果が期

待できる。

木材利用
促進

・公共建築物における木材の利用の促進のた
めの計画に基づき、木造化、内装等の木質化
が図られている。

■国民の目に触れる機会が多いと考えられる部分の内装等の木質化
を図る計画である。

⇒木材利用に配慮した計画であり、木材利用促進の効果が期待でき
る。

機能性

安全性

ユニバーサル
デザイン

・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基
準に基づき、不特定かつ多数の人が利用する
施設については、建築物移動等円滑化誘導
基準を満たしている。

■建築物移動等円滑化誘導基準を満たす計画である。

⇒施設の円滑な利用に配慮した計画であり、ユニバーサルデザインの
効果が期待できる。

防災性

・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準に基づ
き、大地震動後、構造体の大きな補修をする
ことなく建築物を使用できることを目標とし、人
命の安全確保に加えて災害応急対策活動等
のための機能確保が図られている。

■構造体の耐震安全性の目標をⅡ類（地震力に対する各階の必要保
有水平耐力を1.25倍相当）とする計画である。

⇒地震等に対する安全性に配慮した計画であり、防災性の効果が期
待できる。

施策に基づく機能が付加され、事業の効果の発揮が期待できる計画となっている。

※１：建築物省エネ法の一次エネルギー消費量に関する指標で、設計一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。）を
基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。）で除したものをいう。



５．評価（案）

事業計画の必要性 １１８点 ≧ １００点

事業計画の合理性 １００点 ＝ １００点

事業計画の効果 １２１点 ≧ １００点
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以上より、新規事業化が妥当である。


